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論説

変化を考察する研究方法である. しかし政策実験という観点から見た場
(233) 

合，統制群と実験群をランダム割当てによって構成した，技法的に完全な

ものは殆んど存在しない CCook，1977: 180). 後に述べるように， 政策
(お4)

実験には法的・倫理的限界が存するからである. Blumstein et al.(eds.) 

(1978: 54)は比較的欠点の少ない政策実験として， イギリス道路安全法

British Road Safety Act，ハワイにおける中絶法 CriminalAbortion in 

Hawaiiに関する各政策実験， サンディエゴにおける職務質問に関する実

験 SanDiego Field Interrogation Experimentをあげている. それらと

ともに，カンザス市の防犯パトロール実験 KansasCity Preventive Patrol 

Experimentを統制実験の最適例としている. 本稿の中心は計量経済学的
(おの

な一般抑止研究にあるのだから， この章では包括的な研究であるイギリス

道路安全法についての政策実験，実験として完成度の高いカンザス市防犯

パトロール実験およびそれらと関連する若干の政策実験を述べるにとどめ

る.他のものは， 3. 結論と問題点 において必要最小限度ふれることに

する.このうち，イギリス道路安全法についての政策実験は，すでに述べ

た i)法そのもの， ii)法執行， iii)警察力の存在， というサンクション

の3つのレベル(本稿(1):注 (5))のうち， ij)と切り離された i)の変化

そのものが独立変数となっている点、で重要である. またカンザス市防犯パ

トロール実験で、は iii)が問題となっている.
(236) 

2. 政策実験の具体例

(1) イギリス道路安全法についての政策実験
(お7)

飲酒事故に対処するために1967年10月7日に上記法が発効したが， この
く238)

政策実験においてはその効果が測定された. この研究では犯罪件数すなわ
(239) 

ち飲酒運転件数を表わす変数として昼と夜の死亡事故の割合，および規定

以上のアルコールを含有していた死亡運転者の割合が用いられた.そして
(240)(241) 

一般的に死亡事故は減少し，とりわけ週末の夜については急減した (Ross

et al.， 1970: 501-502; Ross， 1973: 32-34). また， 規定以上の血中ア

北法33(6・233)1695 
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ノレコール濃度を有していた死亡運転者の割合も誠少した.

しかしこの立法の効果は徐々に消失した.ロスはこの点に闘し，およ
(242)(243) 

そ次のように述べている. r道路安全法の飲酒運転への効果は『ある程

度の高い確実性をもって厳格な刑罰が飲酒運転者に対して科される.~と

人々が感じることによって支えられていた. そしてこの法的脅し legal

threatへの信頼は同訟中の呼気テスト条項の存在によって作り出されてい

た.さらにその条項は，政府の広範囲な広報活動によって人々に知らされ

ていた. しかし飲酒運転の疑いのある運転者を呼気テスト条項によって停

止させることはできず，従って呼気テストは現実にはそれほど施行されな

かった.結局，人々はこの新しい犯罪についての逮捕と有罪の可能性を過

大評価していたのである.J (Ross， 1973: 75-76)すなわち，刑罰の威嚇
(244) 

によるはじめの成功は，充分な執行が伴わない場合には持続しないという

ことである(アンデナエス， 1978 (下):38). 
(245)(246)(247)(248) 

(2) 道路交通に関するその他の政策実験

ここでは，比較的リサーチ・デザインのしっかりしている Robertsonet 

al. (1973)および Robertson(1976)についてごく簡単に述べる.

(i) Robertson et al. (1973) 

この研究では飲酒運転に対して科される刑罰についての広報活動の効果

が探究された. シカゴの交通裁判所は1970年12月の後半と71年の上期，酪

町運転者を 7日間の収監および 1年聞の免許停止にすることになり， この

政策は70年12月15日に人々に広く知らされ， 18日から実行された (Rob-

ertson et al.， 1973: 57).分析方法の説明は省略し，結論のみを述べると，

シカゴにおける飲酒運転に対する刑罰の強化は死亡事故には統計的に有意

な影響を与えていない (Robertsonet al.， 1973: 66). 
く249)

(ii) Robertson (1976) 

この研究は二輪車についてのヘルメット使用法 HelmetUse Lawsと昼

間前照灯点灯法 DaytimeHeadlamp Lawsの効果を法への同調と死亡事

北法33(6・幻2)1694 
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表ー1

アトランタ〈ジョージア州)

ボルティモア(メリランド州〉

シカゴ(イリノイ州〉

ロサンジェノレス(カリフォルニア州〕

O 要求している

× 要求していない

o
o
x
×
 

市名 へルメット

× 

O 
× 

故への影響という観点から測定したものである (Robertson，1976: 467-

468). この研究では法が表-1のような状況になっている 4都市において，

各都市の 5つの交通量の多い道路で運転者の数，ヘルメット着用者の数，

前照灯点灯者の数が記録された (Robertson，1976: 468). 結論的には法

によってヘルメットの使用あるいは前照灯の点灯が要求されている都市で

は，それぞれヘルメットについても前照灯についても大部分の運転者が着

用または点灯していた (Robertson，1976: 470). 
(お0)

(3) カンザス市の防犯パトロール実験
(251) 

この研究は防犯パトロールの効果を分析するために， ミズーリ州カンザ

ス市の警察部が1972年10月1日から73年9月30日までの期間行った実験で

ある (Kelling et a1.， 1974: 197， 204). ここでは警察力の存在そのもの

の犯罪抑止力が問題とされる.そしてこの防犯パトロール実験は，政策実
(おお

験の中で最も完成度が高いとされる (Cook，1980: 250). この実験には15
(253) 

バトロール地区が用いられたが，それらが犯罪件数，人種構成等によって

マッチングされ， 0防犯パトロールは行わず，出動要請があった場合のみ

出動する地区， ii)通常の2-3倍のパトロールを行う地区， iii)従前通り
(出〉

のパトロールを行う地区(統制群〉の 3つのグループに分けられた (Kell-

ing et al.， 1974: 203).そして，伝統的に防犯バトロールで抑止しうると

考えられている 5つの犯罪(強盗， 自動車盗等〉と他の犯罪(強姦等〉に

対する防犯パトロールの効果が，被害者調査，報告された犯罪件数，逮捕

北法33(6・231)1693 
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者数などによって測定された (Kelling，1974: 205).結論的に言えば，防

犯パトロールの増減は犯罪に L、かなる影響をも与えなかった (Kelling，

1974: 208). 
(255)(256)(257)(258) 

4‘ 

3. 結節と問圏点

一言で述べるならば，政策実験のリサーチ・デザイン上の不完全さもあ

って，サンクションの犯罪抑止効果について，はっきりした結論を得るこ

とはできなかった.次に若干の内容上および方法論上の問題点について述

べる.

(1) サンクションの主観的知覚

前述の政策実験が提起している抑止過程の大きな問題の 1つは，サング

ションに対する人々の知覚の問題であろう.前述の，イギリスとシカゴに

おける欽酒運転に関する政策実験においては法の変更とそのキャンベーン

が問題とされた.つまり，キャンベーンによって，政策当局が法の変更に

ついての人々の認知を高める努力を行ったのである. ここでは暖昧さの低
(259) 

い，そして正確な主観的知覚を人々が持つことが想定されている.そして

このような抑止のイメージは抑止の認知的モデルに対応するのである. こ

のような立場に立ってショーヴァ-Shoverは次のような法の変更の伝播

モテツレを示している.

f法的脅しの変更に¥
e 宣伝(~~~~::~!;-~:: ~ / ¥ いての広報活動人¥、

/ ，¥¥、新たな法的脅しについての
法変更 ¥二

¥ l 斗".......コミュニティにおける知識の増加
、警察及ぴ裁判所による/"ぺ 1 

忠実な執行 F ¥ | 

司法的脅しの信頼性についての
人々の行動の変化-一ーー一人々の知覚の変化
(飲酒運転について)

Shover et al. (1977: 486 Fig. 1 )より

北法33(6・230)1692 
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次に，警察の防犯パトロールについての政策実験を問題にすると状況は

臭ってくる. サンクションの知覚の問題にふれる際に言及しなければなら

ない防犯パトロールについての政策実験が Chaikenet al. (1974)であり，

それはニューヨークの地下鉄の特別パトロールについての研究である.チ
(2ω〉

ェイキンらはその中で幻影効果 phantomeffectという概念を提示し，次

のように述べている. r幻影効果とは現実に存在していない警察活動によ

って生ずる抑止である.部分的にはそれは警察活動についての，潜在的犯

罪者が持つ情報の混乱ないし欠如に起因している. その情報の混乱・欠

如は逮捕の脅しについての誤った知覚を人々が持つに至らしめるのだ.J 

(Chaiken et al.， 1974: 184-185).つまり，人々は，サンクションの危険
(2.61) 

が存在していないところにも危険の存在を認知するのである.そしてこの

ような抑止のイメージは，人々がサンクションについて暖昧な知覚しか持

っていないということ，より一般化して言えば刑事司法過程の可視性が低

いということが人々に不安 anxietyを生ぜしめ，その不安が抑止効果を持

つという抑止の情緒的モデルにつながるように思われる(瓦結論1685ペ

ージ参照).

(2) 方法論上の問題点
(262) 

政策実験のリサーチ・デザイン上の欠点の多くは，実験の法的倫理的限

界の問題に帰せられる. すなわち実験群と統制群を用いることは， 実験
(お3)(264)

群と統制群で法執行を異ならしめることを意味し，それに対しては法の下

の平等という観点から問題が生ずる (Grizzleand White， 1980: 259; 

Ross and Blumenthal， 1974: 54-55; Zeisel， 1973: 107-108). さらに
(お5)(お6)(2.67)

一部の実験は被験者を危険に晒し(例えばカンザス市の実験における非パ

トロール地区)，それは倫理上の問題を生ぜしめる.

法的倫理的問題以外の方法論上の問題点としては，犯罪件数を測定する

に際しての誤り (Zimring， 1978: 161-162; Blumstein et al. (eds.)， 

1978: 56-57; Cook， 1980: 250-251)， 犯罪率を規定している種々の
〈お8)

北法33(6・229)1691 
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要因の中から当該の犯罪統制j政策の効果を分離識別する困難 (Zimring，
(269) 

1978: 162--163)， 通常政策実験はサンプル数が小さかったり， 独立変数

の変化が小さいので，そのために生ずる困難 (Zimring，1978: 162--164; 

Blumstein et al. (eds.)， 1978: 56--57)などが指摘されている.
(270) 

K 実験

すでにSchwartz(1961:特に402)は社会統制の道具として，法の利用

を増進するために， 野外実験 fieldexperimentationの重要性を指摘して

いる.しかし実行上の困難があって現実には殆んど行われていない. この

ことは一般抑止の分野にもあてはまる. Beyleveld (1980)， Tittle (1973) 
(幻1)

があげている実験は， ハートションとメイの正直性研究(Hartshorneand 

May， 1928)あるいはより広く良心についての実験的研究(中里， 1975参

照〉の系列に属するものである.すなわち彼らは抑止に関する実験として

大学の社会学のクラスでテストを自己採点するに際しての不正行為を扱っ

たTittleand Rowe (1973)，共同作業における不正行為を扱った Shinha
(幻2)

(1967)， 道路に落ちていたとされるお金の着服に関する実験である Farr-
(273) 

ington and Kidd (lnVなどをあげており，それらは刑罰による犯罪の
(274) 

抑止という問題にとって直接的に有意味とは言えない.従って抑止研究に

とって有意味な実験と Lては古典的なものになるがSchwartzand Orlens 

(1970， original 1967)をあげざるを得ない. この研究では不実な納税申

告防止のためにはサンクションの脅しと良心のアピールとどちらが有効か

が探究されている.
(275)(276)(277) 

X 調査研究

犯罪に関する犯罪者あるいは一般人を対象とした調査研究は，社会学・

犯罪学の領域で古くから行われており，それ故，抑止の問題と部分的に関

連している研究は多数存在する. ところで本稿の中心は経済学的な一般抑

止研究にあるのだから，まずはじめに経済学的アプローチと調査研究の関

北法33(6・228)1690 
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連を述べよう.

班て'述べた研究は，集合的データを用いるが故にマグロ経済学的な計量

経済学的アプローチである. これに対し集合的データではなく各個体ごと

に測定されたデータ(調査研究においては，各個体すなわち各犯罪者・各

一般人などについて多次元の変数が測定される〕を利用した，抑止につい
(Z78) 

てのミクロ経済学的な計量経済学的アプローチもありうるはずである. し

かし集合的データを用いる研究の場合のような，調査研究に対するミグ

ロモデルによる計量経済学的研究の侵入は起きていない. 又調査研究の
(Z79) 

場合，犯罪統制政策に対する最適な資源の配分という，より政策的レベル

で経済学のアイディアと結びつく研究も存在しない.

ところで，経済学との関連を離れてより一般的に論ずると，調査研究の

最大の意義はサングションの厳格性と不確実性についての主観的知覚を問

題にしうるところにある〔アンデナエス， 1978: (下)44). そして抑止研
(犯の

究においては，サンクションの主観的知覚を問うだけでは無意味なのであ

って，それと何らかの意味での被験者の犯罪特性との関連が問題となる.

その犯罪特性は過去の公式記録によって識別される〈例えば収監されてい

るかどうか〉場合もあるし将来の行為の予測によって識別される(被験者

に対し将来犯罪を行う可能性を問う)場合もある. しかし最も重要なのは

被験者自らが認める，過去に行った犯罪行為，いわゆる自己申告犯罪 self-

reported crimi叫 tyによって識別される犯罪特性で総- そして， 自己

申告犯罪を問題にした研究の多くは，マリワナ使用を扱t.~，その他脱税，

万引等を扱った研究が存在する(脱税の例として Masonand Calvin 

(1978)，万引の例として Kraut(1976)). 自己申告犯罪を扱った研究につ

いてのより包括的な概観は別稿に譲り， ここでは ]ensen(1969)， Waldo 
(282) 

and Chiricos (1975; original 1972)によりつつ， それらの要旨と， 自己

申告犯罪を扱った研究が提起する問題について述べる.
(283)(284) 

Jensen (1969)は，逮捕されるあるいは罰せられる可能性についての信

念と非行〈それは自己申告と公式記録の両者によって明らかにされる〉の

北法33(6・2?:l)1689 
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関係について考察し，両者の聞に負の相関を見出した.そして，多くの人

人が逮捕と刑罰の現実の可能性を誤って知覚していることを確認した.

Waldo and Chiricos (1975)は逮捕および刑罰の確実性と厳格性につい

ての主観的知覚と自己申告によるマリワナ使用および窃盗の関係について

探究した.そして，刑罰の確実性の知覚とマリワナ使用，窃盗の聞には負

の相闘があり，その負の相聞はマリワナ使用の方が大きいこと，刑罰の厳

格性の知覚とマリワナ使用，窃盗とは無関係であることを見出した. とこ
〈お5)

ろで，本稿の中心である集合的データを用いた計量経済学的研究との関連

で，問題となる主な点は次の 2点であろう.

第 1に，この章で取り扱った研究から判断しても，人々はサングション

変数について不正確かつ暖昧な知識しか有していないと考えられる. この
(286) 

事実は刑事司法過程の不可視性が人々に不安をひき起こし，それが抑止効

果をもっという抑止の情緒的モテールと絵びっくのである.第2に，自己申

告犯罪を扱った研究は自然犯 malain seと法定犯 malaprohi bi taの両者

を扱うことができる.そして抑止の仮説によれば法定犯の方がより抑止可

能であると考えられるが， この問題を実証のレベルで、取り扱うことができ

るのである (Waldo& Chiricos， 1975: 344). 第2の問題はいわゆる合

理的人聞の仮定の方法論的意味の問題と関連する. この第 1，第2の2つ

の問題については，Xl 結論で再述する.

宜結論

1. 抑止過程の問思点

本稿で述べてきた議論からすればさしあたり問題は次の 3点に要約しう

るであろう.第 1の問題は，経済学がそして一般抑止の前提としてベンタ

ム以降刑事法学が暗々裡にあるいははっきりと前提としてきた， 合理的

人聞の仮定の意味である.第2の問題は，サングションの主観的知覚であ

る.第3の問題は，一般抑止が存在するとした場合の，サンクション変数

と犯罪率の結びつき方である.
(287) 
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(1) 抑止過程における合理的人聞の仮定

i ) 経済学侵入以前の議論

すでにE 一般抑止の概念 で述べたように，抑止過程においては合理

的人聞が仮定されている. しかし，この合理的人聞の仮定を現実のレベル
(288) 

でそのまま維持することは困難である(本稿(1):272). そしてこの問題に
(289)(怨0)

対する対処の方法としては方向の異なる 2つの立場があるように思われ

る.その 1つは，合理的人聞の仮定の妥当範囲を何らかの形で制限するこ

とであり，他の lつは抑止のイメージを合理的人間モデルから情緒的人閉

そテツレに変換することである. この節では前者についてのみ述べ，後者に

ついては次節で触れる.

前者の，合理的人聞の妥当範囲を制限するという解決策は，次の 2つの

考え方に分かたれる. 第1のものは， i人聞の行動は刺激に影響される.

サンクションは負の誘因であり，サンクションを犯罪者に科すことは少な

くとも何人かの人々が同様の犯罪を行うことを妨げる.J (Blumstein et al. 

(eds.)， 1978: 19)という考え方である.言い換えれば社会には a.法に

同調する人々と b.犯罪者 の中間に c.境界的な人々が存在し (Zimring

and Hawkins， 1968: 103-106)，少なくとも c.境界的な人々は刑罰の脅

しの影響を受けるであろうということである.その第2のものは，犯罪者

の種類ではなく，犯罪の種類によって抑止可能なものとそうでないものが

存在するという考え方であるくBeyleveld，1980: xxxii).この考え方にお

いては，あるタイプの犯罪は合理的人聞のモデルで捉えることができ，抑

止可能であるが， 他のタイプの犯罪はそうではないということになる.

Chambliss (1967: 712-717)はこのような立場に立ち道具的 instrumen-

tal犯罪と表出的 expressive犯罪を区別し，道具的犯罪の方がより抑止可

能であると述べている. Waldo and Chiricos (1975)， Teevan (1976 a) 
(291) (292) 

は調査研究によって， 法定犯と自然犯で抑止の可能性が異なるかどうか

を考察している. Geerken and Gove (1977)は， 集合的データを用いて
(293) 

抑止モデルがよくあてはまると考えられる犯罪とそうではないと考えられ
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る犯罪を比較している.
(294) 

ij) 経済学の侵入

刑罰による犯罪の抑止 (3・完〉

経済学的アプローチにおいては，人聞の行動について効用最大化の仮定

をおいている(それが合理的人聞の仮定の要諦である). それは一般抑止

の分野における経済学的研究においても同じである. ここでは Beyleveld

(1980: 131--143)を参考にしつつ効用最大化の仮定の意味について述べ

る.彼は効用最大化の仮定を犯罪行動に適用する場合，その仮定の意味に

ついてa.経験的一般化， b.発見的な仮定 heuristic assumption， c.効

用最大化の仮定はそれが適用しうる行動の説明にのみ用いられる， という

3つの立場がありうると考えている (Beyleveld，1980: 132). a.の立場

においては，ベイルベルト自身はそれに対するパラフレ}ズされた説明を

与えてはいないが， すべての犯罪が効用最大化の函数であるとされる.

b.の発見的な仮定という立場は， 犯罪を効用最大化行動として扱うこ

とは，ある目的のためには有用である， という立場である (Beyleveld，

19加:132). つまり，人間の行動を，その客観的・心理学的事実を問題に

することなしに， 効用最大化者 utilitymaximizerとして扱った場合(予

測とか判別とかL、う〉ある目的にとって有用であり，そのような意味で犯

罪を効用最大化行動ないし近似的に効用最大化行動とみなすことができる

のである.そして c.の立場においてはすべての犯罪が効用最大化の結
(295) 

果であるとし、う仮定が否定される.つまり，ある行動は効用最大化の結果

であり，他の行動はそうではない. ここでは効用最大化は行動の説明原理

のlつにすぎないのである.
(296)(297)(298)(299) 

次に Beyleveld(1980: 133)は効用理論と抑止の関係について， r効用

理論と抑止の聞には緊密な結びつきがある.抑止は犯罪をさげることが効

用最大化の結果であることを要求している.それと棺関的に，最適な効用

の計算の結果として説明できる行為は潜在的には抑止可能なのである.つ

まり，刑罰は負の効用をもっている.Jと述べている.そして彼はおそらく

c.の立場を選択した上で， 次のように続けている. r効用理論そのものが
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テストされる必要はなく， その適用範囲が決定されるべきである. …… 
(中略〉効用理論が適用しうると仮定し， その予測と現実とを比較する.

予測が確認されれば，それが，その状況に効用理論を適用できる証拠であ

る・ J(Beyleveld， 1980: 134) そしてこのような視点から見れば， j)経
fぬ0)

済学侵入以前の議論で述べた Geerkenand Gove (1977)， Waldo and 

Chiricos(l975)， Teevan (1976)を効用最大化行動で説明できる犯罪の範

囲を明らかにしようとした研究として位置づけることができる.つまり効

用最大化の地位に関する c.の立場は，経済学侵入以前の議論である，合

理的人間のそデルの妥当範囲を制限するという立場につらなるのであ急

(2) サンクションの主観的知覚

一般抑止は集合的な現象であると L、う立場に立ったとしても，潜在的犯

罪者がサンクションを知覚しているということは抑止の基本的前提である

ように忠われる. ところで，人々が刑罰について正確な主観的知覚を有し
(302)(303) 

ていないことはすでに述べた通りである(本稿 (3・完):1688).従って

抑止のアイディアは，ここで重大な矛盾に逢着せざるを得ない.抑止のア
(304) 

イディアを何らかの形で認めるとするならばこの問題に対しては以下の 3

つの立場があるように私には思われる.

第 1の立場は，既存の抑止のアイディアを基本的に前提とし，その上で

なされる現実的な解決策である. この解決策はジムリングによって提示さ

れている. 彼は次のように述べる. i第 lに，刑罰が重くなったという事
(305) 

実は人々に正確な知覚を生ぜしめることはないかもしれないが，人々の知

覚に何らかの影響を与えるかもしれない.第2に，特定の犯罪の刑罰を知っ

ている人々が人口の10%しかないとしても，まさにその10%の人々が当該

刑罰の脅しを必要としている人々の大部分なのかもしれない.J (Zimring， 
(306)(307) 

1971: 58) 

第2の立場は，より基本的な，抑止のイメージの変更を伴う.すなわち，

サンクションについての人々の暖昧な知覚，刑事司法過程の不可視性，
(308) 
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さらにそれと関連して生ずる幻影効果(本稿(3・完):1691)などを考え

合わせると，人間の情緒的側面に焦点をあてた抑止のモデルを考えること

ができる.つまり効用を計算する合理的人聞を前提とした抑止の認知的モ

デルを，刑罰の主観的暖昧性が不安 anxietyを生ぜしめ，その不安が犯罪

を抑止するという，抑止の情緒的モデルで、置き換えるという立場である.

このような立場から， ティトルは次のように述べる.r無知が多分現実の

サンクションより重要である.おそらく無知が抑止の主たる要素をなすの

であり， 少なくとも法規範に関する限り生の恐怖 rawfearよりも不安

anxietyが行動に影響を与えるのだ.J (Tittle， 1973: 100) 
(309)(310) 

第3の立場として，不確実性下における決定についての経済学の理論あ

るいは他の領域における意思決定理論を一般化し， このような場合をも包

摂しうるモテールを展開するという方向が考えられるかもしれない. ところ

ですでに述べたように， アーリックのモデルの中核は不確実性下における

決定の問題であり，それは経済学的には期待効用 expectedutilityの問題

である. しかしそこでは生ずる事態についての確率分布は既知とされてい

る.つまりここでは決定者が選択肢のすべてを評価し，確率的に生ずる結果

の状態をすべて確めることができるという仮定に基づいている. しかしな

がら多くの決定において， この仮定は現実的ではない.実際，すでに述べ

たように，刑罰に関する主観的知覚は暖昧で不正確，つまり，刑罰の確実

性の確率分布それ自体行為者にとって未知なのである.そして将来生ずる

事象の確率分布それ自体が未知の場合に，期待効用論すなわち経済学にお

ける不確実性下の選択問題を一般化するという方向での議論は行われては

いないように思われる.また， ゲームの理論その他の意思決定理論による

解決方法も十分ではないように思われる.

(3) 抑止における犯罪率とサンクション変数の関係

もし抑止が存在するとしても， それはサングションの確実性， 厳格性

が高まればそれに応じて犯罪率は減少すると L、う単純なものであろうか
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CBeyleveld， 1980: 78ー79). つまり，より一般化して言えば，抑止が存在

する場合に，サンタションの確実性・厳格性と犯罪率はどのような関係を

有しているのであろうか.この問題は， i)犯罪の抑止に対するサンク、ン'ヨ

ンの確実性と厳格性の関係， ii)サンクションの厳格性あるいは確実性の

一方を一定にした場合の他方のサンクション変数と犯罪率の関係，つまり

その両者の関係は線型かどうかというような問題， iii)サンクションの厳

格性と確実性のいずれが犯罪率の分散により寄与しているのか， という 3

つの問題に分かたれる CBeyleveld，1980: 76ー77). i)の問題は， 確実

性と厳格性が加法的に効いているのか， より複雑に効いているのかという

問題であり CBe)担veld，1980; 69)，本稿ですでに触れられている(本稿

(1): 259-261;なお， Beyleveld， 1980: 79-83参照). iii)の問題は，サン

クションの確実性と厳格性はどちらが抑止効果をもつのかと L、う問題であ

り，この問題は本稿で基本的に問題とされてきた. ii)の主な問題は，サン

グションの確実性に闘値が存在するのか， さらに限界効用がOとなる点が

存在するのかという問題である. この 2つの問題は，第 1に，サンクシヨ

ンの闇値については，サングションの確実性は一定の段階に達して初めて

可視的になるという主観的知覚と客観的変数のズレの問題であるが，第2

により一般的に，危険の認知における情報変換の問題である.すなわち客

観的にはOから 1までのサンクションの確実性を，人聞の心理においては

危険度の測度としてそれをどのように認知するのかという認知心理学の問

題なのである. そしてサングションの闘値についてはすでにその存在と
(317)(318) 

0.3とLづ値が示唆され， そこではその原因がサンクションの可視性にも

とめられた(本稿(1):257-259). さらに， 心理学的に見ても限界効用が

Oになる点と闇値が存在する可能性が示唆されるのである.

2. 計量経済学的一般抑止研究の地位
(319)(320) 

すでに述べたように経済学を特徴づけるのは対象ではなく方法であり，

そのような立場に立てば，経済学は競合する目的を満足させる希少な手段
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の配分の学問であるということになる(本稿(1):277). そしていわゆる法

と経済学の主な対象である不法行為の領域においては，経済学的に見た司

法システムの目的は事故による社会的コストの低下であるとされる(浜田，

1977: 37). すなわちそれは社会損失函数の最小化である. 同じく，ベッ

カーらに始まる犯罪の経済学の基本的な関心は，犯罪による社会的損失の

最小化とそのための最適な法執行である(本稿(1):276; Becker， 1968 ; 

170; Stigler， 1970: 531-534). 計量経済学的一般抑止研究は， ベッカー

らのこのアイディアの延長線上に立つものであって，社会損失函数の最小

化というアイディアは法執行需要函数という形で具体化されている(社会

損失函数が一般抑止のそデルにおいてそのまま表現されているものとし

て， Pogue (1975) (本稿(2)注(190))).つまり，計量経済学的一般抑止研

究は，犯罪の経済学の基本的アイディアの 1つの具体化であり，社会損失

函数の最小化という点で，不法行為を中心とする法と経済学の基本的アイ

ディアとも共通なのである.

ところでより具体的なレベルでは， Ehrlich (1973)に始まる計量経済

学的一般抑止研究の特徴は， 次の点にあった. すなわち理論的には期待

効用論に基づく不確実性下における選択の問題を犯罪行動に適用すること

であり(それは職業選択の理論を適用することによって具体化されてい

る)，実証的には犯罪とその防御を，犯罪の供給とその(負の〉需要として

構成し，需給均衡を前提として同時方程式によってバラメータ推定を行う

ことであるく本稿(2):1007-1010).ところで犯罪の経済学の他の領域を見

ると，少なくとも部分的に一般抑止研究と同じアイディアに立っているの

ではなし、かと思われる研究が存在する.例えば， Meyers (1981)は，被告人

の期待効用を論じ (Meyers，1982: 383-385)，それを前提として保釈中

の逃亡 baiIjumpingの要因について実証的な推定を行っている. Forst 

and Brosi(1977)は，検察官の行動を資源の有限性(予算制約〉のもと

で刑罰の厳格性によってウェイトづけされた有罪の期待値を最大化するこ

とと定義し (Forstand Brosi， 1977; 178， 180)，検察官が事件に費やし
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た日数と有罪の確率という内生変数からなる同時的モデルによって τ'SLS

を用いてパラメータ推定を行っている (Forst如 dBrosi， 1977: 184-

187). また， Rizzo (1979)は， 同時的モデルを用いて犯罪による不動産

価格の変化を考察している. しかし， Meyers (1981)， Forst and Brosi 

(1977)は直接的には Landes(1971)に影響を受けた研究であり Rizzo

(1979)はベッカー，スティグラーの社会損失函数の最小化という考え方に

直接示唆された研究である (Rizzo，1979: 177). さらに，法と経済学の中
(324) 

心である事故法の分野についてみれば，そこで期待効用論が展開されてい

るのはその性質上当然であろう.
(325) 

すなわち，法あるいは犯罪の領域において，社会的損失の最小化という

基本的なアイディアの点で， あるいは，より具体的なモデルの構成，実証

の点で計量経済学的一般抑止研究と同じ考え方に立つ研究が存在する場

合，それを計量経済学的一般抑止研究が他の領域へ影響し，発展していっ

たものであると見るべきではない.つまりより一般化して言えば，両者に

直接的な結びつきがあるというわけではない.それは 1つの経済学の原

理そのものが， 様々の領域に拡散し， 適用されていったということであ

り，各研究の間に共通のアイディアを見出しうるということは， まさに経

済学帝国主義の現れそのものとして理解されるべきなのである.それ故，
(326) 

計量経済学的一般抑止研究はその単なる外挿によってではなく，その理論

上および技法上の成果が，犯罪の経済学全体の枠組， さらには経済学の全

体の枠組と関連づけられることにより，新たな領域の探究に対して有効な

方法を提供することになるであろう.

〔注〕

(233) Zimring (1978: 140)は， r刑罰に関する法執行の変更が生じた後，それに

よって何が起こるかを綿密に観察し， その法執行の変更の影響を評価する

研究方法である.Jと述べている.

(234) 従って，多くの政策実験においては統制群を用いている場合でも，それは統

計的には等価とは言えない不完全な統制群である(Grizzleand White， 1980 
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: 259; Zimring. 1978: 141). 

(235) 政策実験の概観としては. Zimring (1978). Gallagher (1978. Zimring 

(1978)の付録).Beyleveld (1980: 144-170). アンデナエス (1978:(下〉

34-39). Cook (1980: 243-262). Hawkins (1973: 270-293).なお，カ

ンザス市の防犯パトロール実験は， 上記の文献中では政策実験ではなく単

なる実験に分類されている場合もある.

(236) Cook (1980: 234)によれば政策実験は次の 3つのレベルを含むとしてい

る. i)法そのものの変更 ii)警察資源の配分の変更， 例えば防犯パトロ

ールの増強 iii)刑期の変更.この分類ではサンタシ aンの確実性は ii)に

分類されることとなり，本文の分類とは多少異なるが，サンタシ g ン変数を

その具体性の程度に応じて 3つのレベルに分けるという点では共通である.

(237) 文献として Rosset al. (1970). Ross (1973; 1975 a). ロスらはこのよう

な研究方法に擬似実験計画 quasi-experimentaldesignとし、う名称とともに

介入的時系列研究計画 interruptedtimeseries research designとL、う名称

も用いている (Rosset al.. 1970: 493-494). 

(238) 例えば， 死亡事故の55-64%について，運転者の血液中にアルコールが存

していたという報告がある (Rosset al.. 1970: 497). 

(239) イギリス道路安全法の概要は次の通りである. i)血中アルコ}ノレ濃度0.08

%以上で運転することを犯罪とする. ii)警察に呼気テストを行う権限を与

える. iii)刑罰は100ポンドの罰金又は4カ月以下の収監もしくはその両者

と免許停止 1年である. そして， この法律の施行日は事前に広く知らされ

ていた (Rosset al.. 1970: 498). 

(240) Zimring and Hawkins (1973: 285-287)は， この飲酒運転件数の測定方

法を，官憲によっで報告された犯罪件数とは独立に犯罪件数が推定されてい

るという点で，高く評価している.

(241) なお.Ross et al. (1970)， Ross (1973)中にない資料が. Zimring and 

Hawkins (1973: 286. 287 (Table 11. 12))に掲載されている.ここでは

それも利用しながら説明する.

(242) 例えば死亡事故中の規定以上のアルコールを含有していた運転者の割合は，

1967年には25%であったものが1968年には15%に低下したが， その後，以

前の水準にもどっている (Ross.1973: 75). また，運転者に対する調査に

よると. 1967年12月には24%の運転者が「飲酒して運転することが少なく

なった.Jと答えているのに対し， 1968年の 6月には，そのように答えた運

転者は17%に過ぎない (Ross.1973: 75). 

(243) その後 1975年に呼気テスト施行のキャンベーンが行われた. その効果につ

いてのロス自身の研究として.Ross (1977). 
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(244) ロスは，刑罰と現実の法執行の問題について，後により一般的な形で議論

している (Ross，1976). この一般化された議論はそれ自体としては興味が

あるが，本稿ではとりあげない. なお， Ross (1976)が引用している研究

は主として他の研究であって， このイギリス道路安全法についてのロス自

身の研究には，結論でわずかに言及しているにすぎない.

(245) このイギリス道路安全法についての政策実験は， いかなる意味においても

統制j群を欠いており， リサーチ・デザイン上の重大な欠点、になっている.

なお， Zimring (1971: 13-16)，注 (266)参照.

(246) 北欧においては， イギリス道路安全法以前に飲酒運転に対する立法の効果

を測定した研究がある. それらについては Ross(1975b)参照.なお， Ross 

(1975 b)に対しては計量経済学的な方法で同じ問題を扱った Votey(1982) 

がある.

(247) 1969年にはカナダにも呼気テスト法 BreathalyzerLegislationが導入され

た. この法律は， 合理的理由がある場合には，運転者に対して呼気テスト

を科す権限を警察官に与え，血中アルコール濃度0.08%以上を犯罪として

いる.この呼気テスト法の効果についての研究として， Carr et a1.， (1975)， 

Chambers et a1. (1975)がある(なお前者はイギリス道路安全法の場合と

の比較を行っている).

(248) ロスらがデンパーで・行った飲酒運転についての政策実験の文献として Ross

and Blumenthal (1974)がある.

(249) シカゴの場合とイギリス道路安全法の場合の最大の相違点は，後者が飲酒

運転者の逮捕に力点を置いたことである (Robertson，1973: 66). 彼は，

「逮捕率を増大する対策は犯罪を抑止するが， 厳格な刑罰は殆んど効果がな

い. このシカゴの政策が人々にもっと良く知らされていたとしても，死亡

事故の減少に効果があったかどうかは疑問である.Jと結論づけている (Ro・

bertson et a1.， 1973: 66). つまり，集合的データを用いた多くの研究の場

合と同じく，刑罰の厳格性よりも確実性の方が抑止効果を有しているとい

う結論が導かれたのである.

(250) 死亡事故への影響については，統計資料によって考察されている. それに

よるとヘルメット使用法， 昼間前照灯点灯法をそれぞれ施行した州におい

て，死亡事故は減少している (Robertson，1976: 471-474). つまり新し

い法の導入は， 抑止という点で成功であるだけではなく，新しい法の目標

である死亡事故の減少という点、でも成功なのである(Galanter，1976: 335). 

(251) 文献として Kellinget a1. (1974). なおコメントとその応答として Larson

(1975)， Pate et a1. (1975)がある.

(252) すでに述べたように犯罪抑止研究は， そもそも，犯罪対策のためにいかに
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限られた資源を配分するのかとし、う問題関心を内在させている. そして警

察力の存在そのものの抑止力についての研究においては，具体的なレベル

で警察資源の配分が問題とされる.

ところで，具体的なレベルて、の警察資源、の配分に焦点をあてた研究は日

本でも行われている.例えば，政策実験ではないが，内山・星野 (1978);

内山 (1978)は警察資源の適正配分のための基準の作成を目的とした研究

である.

(253) Kel1ing et al. (1974)は，犯罪およびパトロールと関連する一般市民およ

び警官の態度調査を含んでいるがそれらについては本稿ではふれない.

(254) i)の無パトロール地区の境界ないし隣接区域では，パトロールがなされて

いた. 従って i)の地区から警察力の存在が完全に除去されたとは言えな

い. なお， 無パトロール地区で・犯罪が増加した場合には実験を見合わせる

ことになっていた (Kel1inget al.， 1974: 203). ここに政策実験の倫理的

限界を見出すことができる.なお，本稿 (3・完:1691)参照.

(255) 被害者調査は犯罪件数について 3クツレープの問に有意な差を示していない

(Kel1ing et al.， 1974: 210ー 211). 報告された犯罪件数については， 強姦

以外の性的犯罪で3グループの聞に有意な差が見出されたが， それは統計

的にランダムに生じた現象であると解釈されている (Kel1inget al.， 1974: 

213-214). 

(256) 類似の政策実験としてサンディエゴにおける職務質問 FieldInterrogation 

についての実験がある (Boydstun(1975). ここでは GaIlagher(1978: 

174-175)による). この研究では社会経済学的人口学的に類似している 3

地区を選び，その 3地区が職務質問について， i)一時中止する地区， ii)特

別に訓練を受けた警官によってなされる地区 iii)従前通りなされる地区

として構成された.そして， i)報告された犯罪件数のうち警察によって抑

止しえたと考えられる犯罪件数， ii)逮捕率， iii)警察と住民の関係，が，

実験前の 7カ月， 実験中の 9カ月， 実験後の5カ月について測定された.

結論は次の通りである.i)一定水準の職務質問はパトロールによって影響

されるような犯罪の減少をもたらす. ii)職務質問の結果としての逮捕は少

ないのだから， 犯罪の減少は警察力の存在の可視性が直接抑止効果をもっ

たためであると考えられる.

(257) 他に，警察のパトロールについての政策実験としては， Schnell et al. (1977) 

がある. この研究ではナッシュヴィノレ Nashvilleの4つのパトロール地区

が用いられた.

(258) 警察力の存在が問題となる最も極端な例が警察官のストライキの場合であ

る. 1969年 10月7日のモントリオ}ル警察のストライキの観察記事として
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Clark (1969). 

(259) イギリス道路安全法の場合には呼気テストが実行されることを人々に知ら

せることにより，厳格な刑罰を遂行しうる忠実な法執行機関の存在につい

ても人々の認知を高める努力がなされた.

(260) 1965年にニェーヨーク交通公社は増大する犯罪に対処するために午後8時

から午前4時まで地下鉄に特別パトロールを導入した.

(261) 幻影効果については Chaiken(1978: 115)も参照. なお，フリードマン

(1980: 166--167)でも言及されている.

(262) ここでの叙述は Zimring(1978: 160--170)にその多くを負っている.

(263) 法における実験一般の，法的倫理的問題については， Experimentation in 

the Law (1981). 

(264) 倫理上の問題として， ロサーチ・デザインと関連した問題以外に， r多くの

抑止の実験は抑止を高めようとするものである. そして，実験の中で逮捕

の危険性等が高められる. それはまさに研究者がより厳格な政策の擁護者

となることであるJ(Zimring， 1978: 164)という批判がある.

(265) Cook (1977: 180)は，被験者のランダム割当てによって，刑罰の一般予防

効果を測定するための実験を行うことは政治的・法的・倫理的理由から困

難であると述べ， その例外がカンザス市の防犯パトロール実験であるとし

ている.

(266) もし全く統制群が存在しないとすると，犯罪の増加に対し何らかの対策を

とりその後犯罪が減少したとしてもその減少がその対策をとったためなの

か， 他の原因によるのかを識別することができない. 死亡事故の急激な低

下が取締りの強化によるのではなかったと考えられている有名な例が1950

年代半ばのコネティカット州における強化取締りの場合である. なお，

Zimring (1971; 13--16); Zimring and Hawkins (1973: 24ー幻〉参照.

(267) 従って， 法の下の平等という問題が生じない形で不完全ながらも統制群を

作るということが政策実験の最善の選択となる.具体的には，政策実験を

行う場合には当該地区の前後研究だけではなく，予め当該地区と比較する

ための地区を選んでおき，比較を可能にしておくことである (Zimring，

1978: 166; Blumstein et al. (edsふ 1975:54). 

(268) 政策変更は官憲にとって，犯罪件数を少なく報告し あるいは多く報告す

ることの刺激となる.従って政策変更は犯罪件数の報告方法そのものに変

更をもたらす場合がある.

(269) その原因としては，統制群の欠如のほかに，政策実験は複数の対策がセット

として行われる場合が多く，個々の対策の効果を分離して測定することが困

難であるとL寸問題がある.この問題点は，本文でとりあげた Robertsonet 
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al. (1973) (特別のプログラムのないミノレウォーキーを比較するための地

区として用いている〉にも見出されるが (Robertsonet aI.， 1973: 58)，こ

の点で最も問題とされている研究がアメリカ運輸省の飲酒運転安全対策プ

ロジェクト AlcoholSafety Action Projectと関連した研究である Zador

(1976)である. なお， Zador (1976)に対しては Johnsonet al. (1976)な

るコメントがある.

(270) 以上の問題の背後にあるのは，やはり研究者の目的と政策当局者の目的のギ

ャップである (Blumsteinet al. (eds.). 1978: 55; Zimring， 1978: 169). 

(271) 実験室的実験 laboratoryexperimentationについても事情は同じであり，

抑止にとって十分意味のある実験は殆んど存在しない. この章では， 野外

実験と実験室的実験の両者を，区別せずに取り扱う.

(272) Tittle and Rowe (1973)においては，ぬきうち検査と何らかの罰の脅しは

不正行為を抑止するが， 道徳的よびかけは何の効果もないことが示されて

いる.

(273) Shinha (1967)では， 被験者と意図的に作業を行わないさくらが共同作業

を行うように仕組まれている.賞金が作業の完成にとっての誘因となる，

被験者は， 他の共同作業者を手伝うことはできないと指示された. 従って

さくらを手助けすればそれが不正行為となる. 一方のグループは事前にサ

ンタシ g ンの脅しがなされ， 他方はなされない. そして， 前者の方がはる

かに不正行為は少ないけれども，一旦違反すると違反者の違反回数は両グ

ループで差がないという結論がえられた. ここから著者は， 抑止は未だ違

反をしていない人に対しては機能するが， 一旦違反をすると， その人に対

してはサンタションの脅しは効果がないと結論している.

(274) 高い危険下と低い危険下で着服の有無を比較する研究である.

(275) この研究は棚瀬 (1972:33-34)でも言及されている.

(276) 予め被験者をランダムに3つのグループに分け， 第1グループの被験者に

対しては納税1カ月前に正しい納税を道徳的に強調するインタヴューを行

い，第2グループの被験者に対しては同じく，脱税がいかに確実に逮捕さ

れいかに重く処罰されるかを強調するインタヴューを行った. 第 3グルー

プは統制l群でありその被験者に対しては何も強調されなかった. そして統

制群が前年より所得を87ドル低く申告したのに対し， 第2グループは181ド

ル高く，第 1グループは 801ドル高く申告したという結論が得られた.

(277) その他，刑罰による抑止にとって有意味であると考えられる研究としては，

パーキングメーターにおけるにせ硬貨使用についての実験である Decker

(1972)がある. この実験では，パーキングメータ}ににせ硬貨を使用した

場合，以下の 4グループ， すなわち i)50ドルの罰金， ij) 500ドルの罰金
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又は3カ月の収監， iii) 1，000ドルの罰金と 1年の収監，という各々のラベ

ルを貼付したグループと， iv)統制群(何も貼付されていない〕に分け，

この 4グループでにせ硬貨の使用の程度が比較されている.

(278) 経済学の場合で言えば，例えば各消費者の消費行動である(各消費者につ

いて車を買う，買わない;VTRを買う，買わない等々の，多くの場合離散

型の多次元の変数が測定される). そして，抑止研究においては，各個体に

ついて犯罪と関連する多次元の変数が測定される.

(279) 経済学者の目から見れば， マクロモデルによる計量経済学的一般抑止研究

がある程度行われたら， 次はミクロモテツレで、攻めてみるというのは容易に

浮かぶアイディアである.雨宮 (1981)は「アメリカではマクロモデルに

よる予測が必ずしもあたらないので(その理由として， アグリゲーション

の不適性が述べられている)， ミクロモデルが急速に発達し始め， ミク戸モ

デノレによる計量経済学的アプローチが多方面にわたりはじめた」と述べ，

その例として犯罪研究と関連のある盗難と防犯の関係についての研究が述

べられている.

(280) もっとも， 調査研究は集合的データを用いた研究における客観的サンタシ

ョン変数を主観的サンタション変数に置き換えたにすぎず，方法論的に発

展があるわけではないとし、う批判がある CBeyleveld，1980: 279). 

(281) もちろん， 自己申告という方法にも信頼性に関して問題がある. この信頼

性に関しては，それを高めるために過去にはポリグラフや密通者が用いられ

たことがあるとされる (Hirschiet al.， 1980: 474). また， 自己申告とい

う方法では重大な犯罪を扱うことはできない (Hirschiet al.， 1980: 474). 

(282) 現在私は， 主観的データを用いた抑止研究を予定している. より包括的な

文献の紹介はその時に行う.

(283) 従って自己申告犯罪を扱った研究以外の調査研究(例えば Claster(1967) 

においては，将来の犯罪の可能性についての当該被験者の主観的認知およ

び公式記録によって識別される犯罪特性とサンタションの主観的知覚の関

係が問題とされる〉については一切触れない.

(284) 集合的データによる抑止研究は，そのデータの性質上一般抑止と結びっく.

しかし調査研究においては各個体について変数が測定されるので， 特別抑

止とも結びつき易い(例えば Erickson，1976). ここでは特別抑止に焦点が

あると考えられる研究についても一切言及しない.

(285) Waldo and Chiricos (1975， original1972， 以下1975のベージ数で引用す

る)が述べる集合的データによる研究の問題点は次の 4つである. i)警察

が犯罪を記録するやり方によって犯罪率が変化する (Waldoand Chiricos， 

1975: 341). ij)公式統計は7つの指標犯罪に限られ，法定犯を扱えない(Wa-
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Ido and Chiricos. 1975: 341-342). iii)刑罰の効果が実現される過程を知

ることができないCWaldoand Chiricos. 1975: 342). つまり人々が刑罰を

知っていたのか，知っていたとして公式の刑罰の脅しによって抑止されたの

かは不明である CWaldoand Chiricos. 1975: 342). iv)個人の状況の差

異を検討することができない CWaldoand Chiricos， 1975: 342). iv)につ

いては，集合的データによる研究を擁護する立場からは次のように述べるこ

とになる. lV4. (2)理論的合意(本稿(2):984)で述べたように， 個人の選

好(心理学的な変数と関連する〉は観察単位を通じて安定であるということ

が合理的な仮定として前提とされている.さらに，客観的変数(社会経済学

的な変数)についてはアグリゲ}トなレベルで、も問題とすることができる.

(286) 人々の，サンタション変数についての知覚の問題(それは法知識の問題のー

部である)はそれ自体大きな調査研究の対象であり， ここではその問題に

は深入りしない.結論的には本文の叙述を宵定してよいであろう. 本文で

言及した文献としては. Waldo and Chiricos (1975: 342)は Assembly

Committee on Criminal Procedure. 1968の調査を引用し，人々がサンタ

ション変数(この調査では法定刑が問題となっている〕について知識を有

しているという見方に懐疑的である.他に， Claster (1967: 82-83). 

Jensen (1969: 192-193) (なお， これらは主観的知覚の正確さを直接扱っ

ているわけではない〉参照.

(287) 従って， ベッカー， アーリックのモデルに対する経済学技術的な批判につ

いては一切触れない. この種の批判としては例えば， 職業選択そデルを用

いたアーリックらの犯罪分析の枠組は特殊な場合にのみ成り立つモデルで

あり， 一般性がないとする Blockand Heineke (1975)の批判がある.関

連文献として Blockand Lind (1975). 

(288) 抑止のアイディアがベンタムに遡るとL寸事実から明らかなように，抑止

が前提としている人間像は経済学における合理的人間の仮定と基本的に一

致する. 抑止が前提としている， 人聞の行動についての仮定を述べたもの

として，例えば Fattah(1979: 9-11). 

(289) 抑止と結びついた合理的人間のイメージに対する批判として， 例えば

Hawkins (1969: 550-553). 

(290) 犯罪学者は，一方で合理的人聞の仮定の現実性をある程度は認めながら，

他方で合理的人聞の仮定は， 犯罪者あるいは犯罪のタイプによっては到底

維持しえないと考えているように思われる(アンデナエス. 1978: (上)9). 

(291) 抑止との関連で. Chamblis~ (1967)の表出的犯罪，道具的犯罪という分類

に対する批判として Andenaes(I971: 538-539). 

(292) 関連研究として Teevan(1967めがある.
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(293) 法定犯と自然犯の区別について， Waldo and Chiricos (1975)ではマリワ

ナ使用を法定犯， 万引を自然犯と外在的に定義し， Teevan (1976 a)では

被験者がマリワナ使用と万引のそれぞれを法定犯として知覚しているか，

自然犯として知覚しているかという彼ら自身の知覚に委ねている.

(294) Geerken and Gove (1977)は自動車盗，窃盗，不法侵入，強盗(抑止モデ

ノレがよくあてはまると考えられる)， 強姦〈中程度にあてはまると考えられ

る)，加重暴行傷害， 殺人(抑止モデルがあまりあてはまらないと考えられ

る〉の各々の犯罪率と逮捕率・収監率との相関をもとに，抑止モデル，収監

隔離モデル，システム過重負担モテ'ルのいずれがあてはまるかを検討した.

(295) Beyleveld (1980: 36， 132-133)は Tull∞k(1969)をこの発見的立場と

して理解している.しかし Tullock(1969)の立場がそのようにはっきりし

ているかどうかは問題である.

(296) その代りここでは効用最大化の仮定は，単なる発見的な価値 heuristicval. 

ueを持つだけではなく， 何人かの犯罪者は現実に効用最大化者であるとい

う前提に立つことになる.

(297) 言い換えると，以上の a.b. c.の3つの立場は効用理論を犯罪に適用する

ことについての， rすべての犯罪が効用を計算した結果とは言えないのでは

ないかJとL、う批判に対する次の 3つの回答として表現することができる.

a.効用最大化の仮説は経験的一般化として真である. b.それは経験的命題

ではない.純粋に発見的な価値があるにすまず， 何らかの意味で有用かど

うかということのみが問題となる c.効用最大化の仮説は， その仮説によ

って説明しうる犯罪を特徴づけたものである (Beyleveld，1980: 132). 

(298) a.の経験的一般化の立場に立つ場合，そしておそらく b.の発見的な立場に

立ったとしても，効用最大化の仮定が現実に適合しないとすれば，次に出て

くるアイディアはその条件を緩和したモデルを考えることであろう.その

種のアイディアとして有名なものが「経済人の全体的合理性を，人間をも

含む有機体が現に生存している環境の中で実際に保持しているところの，

情報収集の機会や計算能力に見合うような合理的行動に置き換えるのであ

るJ(サイモン， 1970: 428)という周知のザイモンのモデルで、ある. そこ

では利得函数の単純化その他によって効用最大化の仮定が緩和されている

〈サイモン， 1970: 434-436;なお， 427-448， 367-381， 453-469参照，

サイモンのモデルは平井 (1978:14-15)においても言及されている). つ

まり， そのモデルは一言で言えば制限された合理性に立脚したそテソレであ

り，それは最大化原理から許容性原理への転換である.

(299) Carrol (1978)は，この注(298)で、述べたサイモンのモデルを参考にしつつ，

抑止の問題に焦点、をあてて心理学的な実験を行った.キャロノレはその中で.
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包括的かつ完全な計算によって最適選択を行う「経済人」ではなく，自己が

持つ機会についての単純で具体的な考察によって，最適とは言えないかもし

れない推測を行う「心理人」のそデルを呈示している.すなわち， キャロ

ノレは被験者(収監中の犯罪者と一般人)に.0犯罪の成功の確率. ii)成

功した場合に得られるであろう金額 iii)逮捕の確率. iv)逮捕された場

合の刑罰， という 4つの次元からなる犯罪の機会を評価させた (Carro!，

1978: 1513--1514). そして，そこから「被験者は単純なおそらく一次元的

な犯罪機会の分析に基づいて犯罪を行っている.異なる被験者は異なる次

元に焦点をあてているが，被験者は7flJ罰よりも犯罪の報酬によく反応する」

と結論づけ， この結果は心理学的アプローチを支持し， 期待効用モデルと

は反するとしている (CarroI.1978: 1518--1520). 

(300) 結局 C.の立場に立っと，効用最大化の結果として説明できる犯罪は抑止可

能であり，逆に抑止可能な犯罪は効用最大化行動なのである. つまり両者

は同値なのである.

(301) この項では効用理論そのものに対する経済学技術的な批判についてはふれ

なかった. この種の議論として例えば. Stover and Brown (1975). Firey 

(1969)などを参照(後者は Tullock(1969)の一次元的な効用の概念を批

判し，多次元的な効用の概念を提唱している).

(302) サンクションの主観的知覚の， 抑止研究における重要性については例えば

Henshel (1975:特に54--58;なお， それを若干加筆したものとして，

Henshel and Carey (1975)). Erickson and Gibbs (1975: 321).なお，後

者は，ある犯罪類型 Aの刑罰の確実性と厳格性についての人々の知覚は，

Aの客観的なそれよりも全犯罪についての客観的なそれに近い(人々の知

覚は拡散的だから〉という仮説を探究することにより，集合的データを用

いながら主観的知覚を扱っている CEricksonand Gibbs. 1975: 392--393). 

(303) Erickson and Gibbs (1976: 182)は，ベッカワア，ベンタムから現在に至

るまで抑止の主張が主観的知覚と客観的状態の深い結びつきを前提あるい

は主張しているのかどうかはっきりしないと述べている.アーリックはこ

の点について，本稿(2)984ベージおよび注 (213)で述べたように主観的知

覚が客観的変数と少なくとも体系的に関連していることを前提としている.

(304) Gibbs (1973: 113)は次のように述べる. r抑止のアイディアは各犯罪ごと

に， 刑罰の確実性と厳格性についての人々の確実な知識を前提としている

のだろうか. そう考えることは我々をディレンマに導く. ユタ州の殺人の

収監率はサウス・カロライナチfIの 4倍である. そして抑止の仮説を支持す

るように殺人率は+ウス・カロライナ州の方がずっと高い.しかし，ユタ州

の住民の多数が，殺人の収監Z容が80--90%であることを知っていると考え
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ることは合理的で、はない. 抑止のアイディアを真剣に取り扱うとしたら，

何がその人々の無知の代わりをしていると考えればよいのであろうか.J 

(305) ここではサンタション変数として法規そのものが問題とされているが， そ

の議論は刑罰の確実性・厳格性に関してもそのままあてはまるであろう.

(306) ジムリングは， 収監者についての未公刊の調査資料をあげて， r高い危険下

のグループの方が一般人より刑罰についての知識が高い.Jと述べている

(Zimring; 1971: 58). なお， Waldo and Chiricos (1975: 347 Table 1-

A， l-B)は， マリワナ使用についても窃盗についても， その経験者の方

が正確に刑罰を認知していることを示している.

(307) このような考え方に対しては， 抑止という観点から潜在的犯罪者の主観的

知覚を取り扱う場合， サンタションの確実性についての一般的可能性の知

覚と彼らの個人的可能性の知覚を区別すべきであり (Beyleveld，1980: 

xxix) ，彼らは後者，つまり彼ら自身の個別的危険性(アンデナエス(1978:

(下)43)によれば例えば巡回中の警察官によって発見される可能性〉に関

心があるのではないかとL、う批判が生ずる.例えば， Waldo and Chiricos 

(1975: 348-351)は逮捕の知覚について，ー般的な逮捕の可能性の知覚

と， 自分が犯罪を行った場合に逮捕される可能性の知覚を区別して扱い，

後者の変数の方が抑止と関連が高いことを示している.また，Claster(1967: 

83-84)は， 収監中の人々と一般人を比較し，一般的な逮捕の可能性の知

覚については両者に有意な差がないが， 自分が犯罪を行った場合に自分が

逮捕される可能性については，収監者の方が有意に{尽く知覚していること

を示している.

なおこのような考え方を進めていくと， より一般的に， 各個人のパーソ

ナリティ， 各個人の環境など個別的な変数を問題にすべきであるという議

論に到達するが， 集合的データによる研究を擁護する立場からの， この問

題に対する回答は注 (285)の最後に述べた通りである.

(308) 例えば，逮捕された場合警察でどのように扱われるのかとか，被疑者には

どのような権利があるのか，というようなことを人々は知らないであろう.

(309) Ziinring (1971: 57)も「完壁なサンクシ g ンについての知識よりも，ある

行為が罰せられるということのみが知られている場合， つまり， 法的脅し

が刑罰の内容について不確定性を生ぜしめる場合の方が， 犯罪が抑止され

やすいかもしれなしづと述べている.

(310) 私が知る限り， 抑止を情緒的モデルで、理解し，最も深い考察を行っている

のは¥Tanden fIaag (1969)である.後は7f¥J罰の問題を危険一般に対する

人間の反応の問題としてとらえ， 危険が代理経験によって学習されること

を述べる.そして人聞は危険な行為を，漠然、とした，未完成の，習慣的な，
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なかんづく前意識上の preconscious恐怖ゆえに避けるということ，危険と

報償は計算されるのではなく感じられるということ，刑罰は自然の災厄と

同じ理由で同じ程度に犯罪を抑止するのだということを述べている (Van

den flaag， 1969: 142ー143). このような立場に立っとサングションの認知

の問題は「峻味なもとでの危険の知覚Jという認知心理学の問題に含まれる

ことになり， 自然災害，病気などについての恐怖に対する認知と同じ問題

に帰着する.

(311) 期待効用の文献については注(151)参照. 他にゲームの理論を含めて心理

学的アプローチに主限を霞いているものとして， タームス他(1973:134-

151). なお，酒井 (1982)は注(151)で示したページより後の部分で期待

効用についてより高度な議論を行っているが， ここでは高度な技術的議論

には一切踏み込まない.

(312) アーリックは， 主観的知覚が不完全であること，すなわち生ずる事態につ

いての確率分布自体が未知であることをある程度は認めているように見え

るく本稿(2):注 (213)). しかし彼は，犯罪を考慮する行為者には情報を獲

得しようという誘因が存在し しかも情報獲得のコストは Oであると考え

ているようにみえる. つまりアーリックは， 事実上完全情報の仮定を経験

的事実として受け容れているのである.

(313) タームス他(1973:152)はその理由として， 第 1に，将来生ずる事象に関

する情報は漠然として不正確なものであるかもしれないということ，第2

に，選択肢の数が非常に多かったり， 利得構造が複雑であるかもしれない

ということをあげている.

(314) 刑罰の厳格性は利得構造の問題であり， それも行為者にとってはっきりし

ているとは言えない.

(315) 潜在的犯罪者にとって， 低いコストによって完全情報を獲得しうるという

ことも現実的な仮定ではないように思われる.

(316) タームスらは2つの方法を呈示している. 第 1の方法は， 生起確率につい

ての情報を無視し， 行為と状態に関する利得行列をもとに考察するゲーム

論的アプローチである. そして行為の選択基準としては i)マキシミン基

準， ii)マキシマックス基準， jii) i)， ji)を一般化したハーヴ.ィチの基準，

iv) ミニマックス・リグレット基準(サベッジの基準〉などが示されてい

るが，いずれも問題がある〈タームヘ 1973:152-154;酒井， 1982: 24-

31).第2の方法は最大化原理をより弱い条件におきかえる方法.すなわち

注 (299)ですで・に論じたサイモンのモデルによる方法である(タームス，

1973: 154-155). 

(317) ここでは+ンクションの確実性について述べているが， サンクショ γの厳
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格性についても客観的値が何らかの心理学的な危険さの測度に変換される

という点で問題は同じである.

(318) 危険一般の認知という点で注 (310)と関連する.

(319) 最後に， 計量経済学的一般抑止研究を犯罪の経済学および法と経済学との

関連で位置づけなければならないであろう. しかし，犯罪の経済学全体，

ましてや法と経済学全体について言及するとなれば筆者の能力をはるかに

越えてしまう. それ故， ここでt主非常に断片的・窓意的な形で，不十分な

コメントを行うにとどめざるを得ない.

(320) 本来ならば日本における計量経済学的な一般抑止研究の可能性について述

ベるべきであろう. しかしここでは， 最も極端な例として Mathiesonand 

Passel (1967) (そこでは警察の管轄区域が観察単位となっていた(本稿

(2): 996-997))をあげることにより， 法執行さらには警察資源をサンタシ

ョン変数として問題にする限り， この種の研究は日本においても実行可能

であり， かつ有意味であるということを指摘するにとどめたい.実際，青

山(1982)，山浦 (1982)はそのような lつの試みである.

(321) Sullivan (1973: 142)は多くの計量経済学的一般抑止研究が， ベッカ}の

モデルを過度に単純にわり切っていると述べている.

(322) そして計量経済学的一般抑止研究は， 犯罪の経済学の中で現在最も盛んな

分野である. 例えば， 1982年の Lawand Society Associationの年次総会

においても， Deterrence/Compliance Research: Economic Methodsとし、

う部会が関かれている.

(323) ランデス自身のその後の研究も含めて Landes(1971)の系列に属する刑事

訴訟、ンステムを対象とした研究については，松村(1983予定)参照.

(324) データの測定に関する非常に技術的なレベルの問題において Ehrlich(1973) 

が引用されているのみである (Rizzo，1979: 184). 

(325) 確率づきで生じる事故とL、う事象が発生した場合， 保険ないしそれと類似

の制度が存在しなければ， 加害者に〈損害賠償の支払いによって)あるい

は被害者に(直接の被害によって)利得の減少が生ずる. すなわち， 事故

法の問題は，不確実性下における選択の問題であり，期待効用そのものの

問題である.実証的なパラメータ推定を行っている研究として， Higgins 

(1978)を例にあげると， そこでは製造物責任の事故率への影響が探究され

(Higgins， 1978: 301)，数学的に定式化はされてはいないが，危険回避者，

中立者，愛好者の各消費者の期待効用が公理論的に記述される (Higgins，

1978: 301-306). その後実証的な推定が横断的なデータに基づいて行われ

ている (Higgins，1978: 311ー320). (なお，同時的枠組の存在も示唆され

ているが実行はされていない.)つまり， ここでも Higgins(1978)の中に
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計量経済学的一般抑止研究と同じアイディアを見出すことができるが， 本

文で述べるように両者に直接的な結びつきがあると考えるべきではない.

(326) ここでは経済学帝国主義そのものの問題については論じない.この問題を

〔追記〕

有名なターン ThomasS. Kuhnの科学革命の考え方に依拠しつつ論じたも

のとして， Brenner (1980)がある.なお， Brenner (1980)は Coase(1978)

に対する論争という形をとっている.

本稿 (3・完)脱稿後，藤岡(1982)が刊行され多くの示唆をうけた.藤岡(1982)

はかなりの程度本稿と共通の問題を扱っているが， その中心は犯罪学者の研究にあ

る.
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Does Punishment Deter the Crime? (3) 

一一Focusingon Economic Studies in America 

Yoshiyuki MATSUMURA * 

In chapter 7， econometric studies on general deterrence are dealt 

with. Fir5t， the author explains the idea of simultaneous equations and 

its methodological problems(e. g. the problem of identification). Second， 

the author refers to some econometric studies in America， that is， Ehrli{;h 

(1973)， Forst (1976)， Mathieson and Passell (1976)， Pogue (1975) and 

50 on. It is stressed that especially Ehrlich (1973) is deeply related to 

the idea of e∞nomics of crime as a whole， which G. S. Becker develo・

ped in the late sixties. Those econometric studies can be divided into 

two parts. One focuses on the deterrent e妊ectof law enforcement 

(arrest， imprisonment etc.) and the other on that of police resources. 

Finally， their major findings and their theoretical implications in terms 

of economic出eoryare indicated. 

In the following three chapters， experiments， policy experiments 

and survey researches are treated. The author touches three policy 

experiments focusing on driving regulations，出atis， British Road Safety 

Act of 1967， Jail Sentence for Driving while Intoxicated in Chicago， 

and Motorcyclist Helmet and Daytime Headlamp Laws. In addition， 

Kansas Preventing Patrol Experiment is referred to. Those policy ex. 

periments failed to show decisive conclusions mainly due to their meth-

odological imperfections. 

There are almost no field or laboratory experimentations relevant 

to the study of general deterrence. Many of them can be traced 

back to Hartshorne and May (1928)， which investigated jU5t honesty. 

One exception is Schwartz 阻 dOrlens (1967)， which examined tax 

evaslOn. 

In the field of survey researches， those on self-reported criminality 

are the most important to the study o[ general deterrence. Many of 

キAssociateProfessor of Law， Faculty of Law， Hokkido University 
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them deal with petty theft or marihuana use. Their major findings are 

presented. 

In the last chapter， the author raises two methodological problems. 

First， the assumption of “rational man" or“utility maximizer" in the 

process of deterrence is discussed. Three possible positions are pointed 

out: (1) Empirical generalization (2) Heuristic assumption (3) Utility 

theory can be used to explain the behavior to which it applies. 

Second，出eauthor suggests that sanction may not deter the crime 

through rational calculation of punishment and reward but may deter 

through the anxiety caused by invisibility of the criminal justice 

system. 
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